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【手続補正書】
【提出日】平成27年1月9日(2015.1.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重炭酸塩（炭酸水素ナトリウム又は炭酸水素カリウム）に対し１／１０から１／３の有
機酸及び１／１００から１／５のポリエチレングリコールの存在下に、圧縮成型する錠剤
の製造方法において、錠剤を溶解した直後の水溶液のｐＨが５．５から８．５であり、錠
剤硬度が２９ｋｇ以上、錠剤の直径及び厚さ方向がそれぞれ７ｍｍ以上となるように圧縮
成型によって錠剤を製造することを特徴とする錠剤の製造方法。
【請求項２】
　有機酸が、クエン酸、コハク酸、フマル酸、リンゴ酸から選ばれる少なくとも一つであ
ることを特徴とする請求項１に記載の錠剤の製造方法。
【請求項３】
　重炭酸塩の１／１００から１／１０の範囲で下記無水物を添加することを特徴とする請
求項１又は２に記載の錠剤の製造方法。
無水物:無水炭酸ナトリウム、無水炭酸カリウム
【請求項４】
　有機酸の一つがクエン酸であることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の錠剤
の製造方法。
【請求項５】
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　重炭酸塩（炭酸水素ナトリウム又は炭酸水素カリウム）又は有機酸の少なくともいずれ
か一方がポリエチレングリコールと混合し、流動層造粒機で造粒した造粒物であることを
特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の錠剤の製造方法。
【請求項６】
　重炭酸塩（炭酸水素ナトリウム又は炭酸水素カリウム）に対し１／１０から１／３の有
機酸及び１／１００から１／５のポリエチレングリコールの存在下に圧縮成型した錠剤に
おいて、錠剤を溶解した直後の水溶液のｐＨが５．５から８．５であり、錠剤硬度が２９
ｋｇ以上、錠剤の直径と厚さ方向のそれぞれが７ｍｍ以上であることを特徴とする錠剤。
【請求項７】
　有機酸の一つがクエン酸であることを特徴とする請求項６に記載の錠剤。
【請求項８】
　錠剤を溶解直後の水溶液のｐＨが６．０から８．０の範囲であることを特徴とする請求
項６又は７に記載の錠剤。
【請求項９】
　少なくともｎ－（ノルマル）オクタンスルホン酸ナトリウム又はラウリルスルホン酸ナ
トリウム、ラウロイルサルコシン酸ナトリウム、ミリストイルメチルアラニンナトリウム
の少なくとも１種を含むことを特徴とする請求項６～８のいずれかに記載の錠剤。
【請求項１０】
　重炭酸塩（炭酸水素ナトリウム又は炭酸水素カリウム）にポリエチレングリコールをコ
ーティングして作成された造粒物に、有機酸、ポリエチレングリコールを加えて混合し作
成された造粒物であることを特徴とする請求項６～９のいずれかに記載の錠剤。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】錠剤の製造方法及び錠剤
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、錠剤の製造方法及び錠剤に関するものであり、詳しくは、炭酸ガス入浴剤と
して重炭酸塩と有機酸を一定比率で混合、一定硬度以上の錠剤とし、使用する湯水（水も
しくは加熱ないし加湿した湯又はこの両者の混合物をいう。本発明においては、この意味
で用いる。）に溶解した場合、その溶解直後の水溶液のｐＨが５．５から８．５の範囲で
ありながら、高硬度の錠剤中では、炭酸ガスの発泡が激しく継続的に起こる環境が生まれ
、発泡する炭酸ガスの径を一定径以下の微細なミクロサイズの泡とすることができ、泡の
表面積を大きくして湯水に対する炭酸ガスの溶解度を飛躍的に上げ、かつ発泡はゆっくり
長時間錠剤内部で行われ、泡の合併も少なく、均一で小サイズの泡とし、泡の表面の炭酸
ガス成分が水や湯中へ十分溶解し、溶解後は湯水のｐＨが中性なため、炭酸ガスは重炭酸
イオンに変化して、高濃度の重炭酸泉を作り出し、皮膚からの経皮吸収を最大にして血液
中の溶解、重炭酸イオン濃度を高め、入浴時の血行促進や体温上昇などの健康効果が大き
く発揮される、炭酸ガス発泡性組成物である錠剤及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　重炭酸塩（炭酸水素ナトリウム又は炭酸水素カリウム）と、有機酸とを含む混合物を打
錠等によって成型し、中和反応を利用した発泡性組成物（固形物）とすることは、洗浄剤
、浴剤、風呂水清浄剤、プール用殺菌剤等の製品に適用されている。これらの製品（固形
物）は、湯水に投入すると、重曹が有機酸で中和され反応して炭酸ガスを発生し速やかに
溶解する利点を有すると同時に、消費者に快適な使用感を与えるので商品価値を高める効
果があり、特に浴剤においては、発生する炭酸ガスの血管への経皮吸収による血行促進効
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果があるといわれ積極的に利用されている。
【０００３】
　しかしながら、重炭酸塩と有機酸とを組合わせて錠剤化すると、湯水に溶かした場合、
溶解しながら激しく中和反応が起き、大きな径の炭酸ガスの泡が発生し、かつ泡が合併し
大きくなり、その浮力によって炭酸ガスは、速やかに上昇してしまい、液外の空気中に出
てしまい、湯水に溶解する炭酸ガス濃度が少なくなり、炭酸ガスによる入浴効果もあまり
得られないという問題が起こってしまう。
【０００４】
　炭酸ガスは本来、湯水に溶け難い性質のものであり、温度が上がるとさらに溶解度が低
下し、湯水中の炭酸ガス濃度は、限りなく低くなるため、炭酸飲料のように圧力をかけて
炭酸ガスを高圧で圧縮し溶解させなければ高い濃度の炭酸水を作ることはできなかった。
【０００５】
　そのため発泡するという泡の勢いを楽しむことはできるが、実は湯中の炭酸ガス濃度は
低く、経皮吸収で血管に溶ける炭酸が少ないため、体が温まる等の入浴効果が得られない
という問題が起こってしまっていたことを本発明者らは突き止めた。
【０００６】
　自然の炭酸泉は炭酸ガス濃度が１０００ｐｐｍ以上であることが条件ともいわれている
が、これは地下の高圧下で、炭酸ガスが高濃度に溶解したものであり、もし人工炭酸泉で
この１０００ｐｐｍを作ろうとすると、高圧ガスボンベを使ってメンブランなど特殊な装
置で溶解させなければならず、装置は高価ともなり、大掛かりで簡便には使えない装置と
なってしまっていた。
【０００７】
　それゆえ、家庭で簡便に炭酸泉を利用する方法として、お風呂に入れるだけで、炭酸ガ
スが発生しながら溶解してくれる浴剤がもてはやされ、重炭酸塩と有機酸を使い中和反応
で発泡させる浴剤（本発明において、入浴剤ということもある。）が主流となっていた。
【０００８】
　この場合、多くは、炭酸ガスがたくさん出て肌に泡がつく現象をもって良い炭酸泉とさ
れ、一般にはｐＨ４以上５．５未満の弱酸性になるよう設計し、有機酸を酸性過剰で添加
混合し激しく中和反応を起こさせ、発泡する炭酸ガスを、湯水中へ溶解させようとしてい
た。
【０００９】
　本発明者らの検討では、この方法では前述したように弱酸性下で中和反応が激しく行わ
れ、炭酸ガスの泡径は限りなく大きくなり、炭酸ガスのほとんどが合併し大きくなり浮力
が高く液外の空気中に逃げてしまい、見た目だけは炭酸ガスが大量に出ているように見え
ても、実際の溶解水中炭酸濃度は、高くできず、前記したような１０００ｐｐｍにはほど
遠い１００ｐｐｍ程度、もしくはそれ以下にしかできなかった。
【００１０】
　一般には自然炭酸泉が弱酸性ということに加え、炭酸ガス濃度は１０００ｐｐｍ以上を
炭酸泉と呼ぶという通説に惑わされ炭酸ガス濃度さえ高ければよいと考え、入浴剤を酸性
で激しく中和反応を起こさせ、肌に泡が付くようにしたのが一般的であったが、浴剤が酸
性では炭酸ガスは限りなくガスとして液外に揮散してしまう性質があり、最初の入浴で発
泡を楽しみ、塩濃度などの効果で、多少の体の温まり効果などを享受できたとしても、発
泡後に別の家族が入浴した場合には、液中の炭酸ガスはほとんどなく体の温まり効果も得
られず、入浴のたびに新しい入浴剤を入れなければならないことが分かった。
【００１１】
　本発明者らは、それ故に湯水中への炭酸ガスの発生は液中に炭酸ガスが溶解しやすい状
態で反応させなければならないし、炭酸ガスが皮膚から血管に吸収されるには、浴剤が限
りなく体液のペーハーに近い中性でなければならないことを突き止めた。
【００１２】
　即ち、本発明者らが自然炭酸泉の効果を詳しく検討した結果、自然炭酸泉の弱酸性はｐ
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Ｈ値が弱酸性を示しているだけで、酸性成分によるものではなく、地下深くの高圧化で微
量の鉱物イオンが溶解しそのわずかなマイナスイオンの解離による、力価のない弱酸性（
有機酸過剰ではない酸性。）であり、皮膚や毛髪などに付着していた体液に触れただけで
炭酸ガスは中和され中性になってしまうような程度の弱酸性であることが分かり、市販の
入浴剤がｐＨ値だけ自然炭酸泉の値を真似して有機酸を過剰に入れ炭酸ガスを発泡させや
すく弱酸性にしても、全く意味がないことを突き止めた。
【００１３】
　一般に炭酸泉の効果の説明で、炭酸ガスが直接皮膚から経皮吸収されると記述されてい
るが、これは全くの誤りであり、「炭酸ガスが直接経皮吸収され血管中に溶解するのであ
れば、なぜ空気中の炭酸ガスは経皮吸収されないのか」という矛盾にぶつかる。
【００１４】
　また血液や皮膚表面の体液のほとんどは中性でｐＨ７．２から７．４程度である。体液
が中性だとすれば、炭酸成分は化学的には重炭酸イオンとしてしか存在せず血管に経皮吸
収される成分は重炭酸イオンでなければならないはずである。
【００１５】
　すなわち、血管中では炭酸ガスではなくｐＨから推定し重炭酸イオンとして溶解してい
るはずである。なぜなら、炭酸イオンは弱酸性では炭酸、中性では重炭酸イオンＨＣＯ３

マイナス１イオン、アルカリでは　炭酸イオンＣＯ３マイナス２イオンとして形を変えて
存在するのが正しい科学的な理解であり、中性である体液の中では必ず重炭酸イオンとな
って溶解しているものである。
【００１６】
　前述したように、自然炭酸泉はｐＨこそ弱酸性であるが、力価は全くなく、肌についた
ＣＯ２(炭酸ガス)は直ちに中和され重炭酸イオンとなって経皮吸収され毛細血管中に溶解
するというのが正しい説明になるはずである。
【００１７】
　仮に、入浴剤が力価を持つ酸性すなわち有機酸過剰の状態なら、たとえ炭酸ガスが如何
に多く発泡しても、その炭酸ガスは極めて空気中へ揮散しやすく、また皮膚や体液にたく
さん付着したとしても、体液で中和されることはなく、重炭酸イオンにはなり得ないため
血管にも吸収されず、血流を高めたり、体温を上げて温めるなどの健康効果は得られない
はずである。
【００１８】
　それゆえ　炭酸ガスを発泡させさえすればよい、という従来の入浴剤の常識では健康効
果は得られず、多くの場合、炭酸ガスが経皮吸収されるという間違った説明に騙され、重
曹と過剰の有機酸を組み合わせて　中和反応だけ発泡だけ追い求めてしまい効果のない浴
剤を設計させられてしまっていた。
【００１９】
　酸性ガスは大量に発泡させても炭酸ガスそのものは決して経皮吸収されることはなく体
内の血管中に取り込まれ、血流を高めて体温を上げるという自然炭酸泉の持つ入浴効果は
得られないという問題に突き当たることになってしまっていた。
【００２０】
　そうかと言って有機酸を少なくし、中性や弱アルカリ性の状態で錠剤や入浴剤を設計し
たとしても、本発明者らの研究によれば、実は十分な中和反応は起こらず、極めて弱く発
泡する程度で、炭酸ガスの発泡は得られず、これもまた意味がない問題となってしまって
いた。
【００２１】
　これでは単に重曹を湯水に溶かしただけの洗剤としての効果しか得られない入浴剤とな
ってしまうため、本発明者らは錠剤が溶解後は湯水は中性となるが、浴剤投入時の錠剤の
内部では激しく中和反応が起こる環境となり、細かいミクロサイズの炭酸ガスを発生させ
、発泡反応が終わったら、湯水は中性、もしくは弱アルカリ性になる、そういう理論的に
は極めて難しい入浴剤の設計が必要と考え、この難しい問題に挑戦したものである。
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【００２２】
　言い換えれば、湯水中への炭酸ガスの発生は大量となるよう反応サイトを酸性もしくは
弱酸性とし、液中に炭酸ガスが大量に発生するような環境をつくり、浴剤が溶解後は湯水
のｐＨは中性となるような入浴剤が必要で、発生した炭酸ガスが皮膚や体液に触れたとき
体液で中和され重炭酸イオンとして経皮吸収されるような湯水のｐＨとなる入浴剤の実現
が理想であることを、本発明者らは突き止めた。
【００２３】
　またこの中和反応は激しいほどよいが、発泡が急激すぎると、泡の直径が大きくなり、
泡が合併してさらに拡大し浮力が増大してしまうため、ガスのほとんどが湯水の表面で破
裂空気中に逃げてしまう、そして湯水への炭酸ガスの溶解が減少してしまうことになり、
さらに泡の径が大きくなると気泡の表面積も減少し、この場合も炭酸ガスの湯水への溶解
は減少してしまうことになる。
【００２４】
　したがって泡の発生は激しいけれども合併せずゆっくり長時間放出するよう、持続させ
、かつ微細な小さなサイズで安定的に多量発生させることが望ましいが、従来は単に、ポ
リエチレングリコールなどを大量に使い反応物の急激な接触を防止し、ゆっくり断続的に
接触させて反応をコントロールしようと試みる方法が提案されているが、この場合中和反
応まで弱くなり、発泡が起こらず、入浴効果もなくなるという、問題が起こってしまって
いた。
【００２５】
　そのため既存のほとんどの入浴剤は発泡反応優先で弱酸性で激しく反応させ、炭酸濃度
が如何に高いかを視覚的に示すよう設計し、炭酸ガスが皮膚から直接取り込まれるように
誤って説明しており、炭酸ガスは大量に出るが、直ちに湯水外に揮散し、体への経皮吸収
による血流改善などで体が温まるなどの健康効果は出ない炭酸泉入浴剤となってしまって
いた。
【００２６】
　そのため市販のこの種の商品は自然炭酸泉に近い入浴効果とは程遠い商品となってしま
っていたのが現状であった。
【００２７】
　実際には起こらない「炭酸ガスが直接経皮吸収する」というような、誤った知識や説明
が横行したため、こういった現状を解決するための新たな商品開発は全く行われず、その
結果今まで市販の入浴剤で実質的に体が温まるものはなく、炭酸入浴剤は匂いや香りなど
の本来成分以外の部分で開発が盛んに行われ、入浴剤の真価とはこんなものかというのが
正直なところであった。重炭酸塩とクエン酸の組み合わせが健康指向としては最高の組み
合わせとなるはずなのに、なぜか錠剤内部での結晶中の水分でさえ、発泡反応がおこって
しまい、商品として保管し物流させている間に密閉包装容器が膨らんでしまうため、商品
化できず、重炭酸塩と中和反応しにくいコハク酸やフマル酸を使用し、保存中に反応させ
ず、湯中に投入した際には激しく反応するよう酸性過剰にして錠剤を設計、その製造方法
を工夫してきたにすぎなかった。
【００２８】
　従来、その一つ目として、炭酸塩と芒硝の復塩を予め調整しておき、これに有機酸を混
合調整する方法が提案されている（特許文献１）。
【００２９】
　また、その二つ目として、平均分子量９５０～３，７００のポリエチレングリコール（
以下「ＰＥＧ」と略記することもある。）３０～７０質量％と他の発泡性成分７０～３０
質量％とを配合した後、加熱してＰＥＧを溶融せしめ、発泡成分をＰＥＧ中に埋め込む方
法が提案されている（特許文献２）。
【００３０】
　しかし、これら大量のＰＥＧで被覆する方法では、製品の安定化のために、多量の成分
を混合することは炭酸ガスの発生量がそれだけ低下し、消費者の快適な使用感を損なうの
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みならず、製品目的を発現する有効成分の配合量が減少することになるので、発生する炭
酸ガス量が減少し、一回あたりの使用量も増えること、また、互いが中和反応によらず、
独立して溶解してしまうため、炭酸ガス量が少なく、結局大量の錠剤を投入しなければ目
的の炭酸ガスの溶解が得られず、コストが高くなる。更に発生する炭酸ガスによる効果を
謳う入浴剤にあっては商品価値がなくなり、致命的な欠点になる。
【００３１】
　一方、生産性の面からは、特に打錠される錠剤製品において、錠剤の機械的強度を得る
ことができず、打錠機の臼や杵への粉の付着が問題となり、結合剤（結着剤ともいう。）
や離型剤の使用が大量となり、これらの成分も、炭酸ガスの発生量の低下をもたらす一因
となる。しかも、一般に使われる離型剤としての金属石鹸の微粉末は、水に不溶のために
使用時に不快感を与える恐れさえも懸念された。
【００３２】
　これらの問題を解決する手段として、実質的に水を含まないか或いは５０℃以下で結晶
水を遊離しない有機酸とＰＥＧとを６０～１００℃で加熱溶融混合後、内部にパドル又は
プロペラ状の攪拌翼を取り付けた空気式流動層で攪拌しながら冷却、粉末化し、これに炭
酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムを添加して打錠成型する錠剤の製造方法が提案されて
おり、前記実質的に水を含まないか或いは５０℃以下で結晶水を遊離しない有機酸として
、フマル酸、酒石酸、蓚酸、クエン酸、コハク酸、グルコン酸又はアジピン酸などが挙げ
られている（特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３３】
【特許文献１】特開昭５８－２１３７１４号公報
【特許文献２】特開昭５８－１０５９１０号公報
【特許文献３】特公平７－４７５３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３４】
　そこで、本発明の第１の目的は、炭酸ガス発生源としての化合物、重炭酸塩（炭酸水素
ナトリウム、炭酸水素カリウム）と中和反応をさせる化合物として、有機酸を用い、加え
てポリエチレングリコールの存在下で、圧縮成型によって一定以上の高硬度で一定サイズ
の大きさの錠剤とすることで、錠剤が溶解した後の水溶液のｐＨは中性となるにもかかわ
らず、錠剤内部では激しく効率よく中和反応を起こさせ、可能な限り小さなサイズの炭酸
ガス泡を一定時間継続的に放出させることで、発生した炭酸ガスの大部分を空気中に逃が
さず水中に溶解させ、溶解直後のｐＨが中性となるよう設計することで水中の重炭酸イオ
ンを高濃度にし、その水溶液のｐＨから皮膚に触れた炭酸ガスは容易に重炭酸イオンとな
り本来存在する重炭酸イオンと相まって高濃度にでき、皮膚からの血管への重炭酸イオン
の吸収を限りなく多くできる錠剤の製造方法と錠剤を提供することにある。
【００３５】
　本発明の第２の目的は、溶解した高濃度の炭酸ガス成分を容易に重炭酸イオンに中和さ
せ、経皮吸収される重炭酸イオンの濃度を限りなく高め、血流を著しく早め体温を上昇さ
せて、健康と美容などの入浴効果が高められる、炭酸泉入浴剤等の錠剤の製造方法及び錠
剤を提供することにある。
【００３６】
　本発明のその他の目的は、以下の記述によって明らかにされる。
　なお、本発明において、「量」は、特に断りのない限り「質量」を表し、「％」は、特
に断りのない限り「質量％」を表す。
【課題を解決するための手段】
【００３７】
上記課題を解決する本発明は、下記構成を有する。
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［発明１］
　重炭酸塩（炭酸水素ナトリウム又は炭酸水素カリウム）に対し１／１０から１／３の有
機酸及び１／１００から１／５のポリエチレングリコールの存在下に、圧縮成型する錠剤
の製造方法において、錠剤を溶解した直後の水溶液のｐＨが５．５から８．５であり、錠
剤硬度が２９ｋｇ以上、錠剤の直径及び厚さ方向がそれぞれ７ｍｍ以上となるように圧縮
成型によって錠剤を製造することを特徴とする錠剤の製造方法。
［発明２］
　有機酸が、クエン酸、コハク酸、フマル酸、リンゴ酸から選ばれる少なくとも一つであ
ることを特徴とする前記発明１に記載の錠剤の製造方法。
［発明３］
　重炭酸塩の１／１００から１／１０の範囲で下記無水物を添加することを特徴とする前
記発明１又は２に記載の錠剤の製造方法。
無水物:無水炭酸ナトリウム、無水炭酸カリウム
［発明４］
　有機酸の一つがクエン酸であることを特徴とする前記発明１～３のいずれかに記載の錠
剤の製造方法。
［発明５］
　重炭酸塩（炭酸水素ナトリウム又は炭酸水素カリウム）又は有機酸の少なくともいずれ
か一方がポリエチレングリコールと混合し、流動層造粒機で造粒した造粒物であることを
特徴とする前記発明１～４のいずれかに記載の錠剤の製造方法。
［発明６］
　重炭酸塩（炭酸水素ナトリウム又は炭酸水素カリウム）に対し１／１０から１／３の有
機酸及び１／１００から１／５のポリエチレングリコールの存在下に圧縮成型した錠剤に
おいて、錠剤を溶解した直後の水溶液のｐＨが５．５から８．５であり、錠剤硬度が２９
ｋｇ以上、錠剤の直径と厚さ方向のそれぞれが７ｍｍ以上であることを特徴とする錠剤。
［発明７］
　有機酸の一つがクエン酸であることを特徴とする前記発明６に記載の錠剤。
［発明８］
　錠剤を溶解直後の水溶液のｐＨが６．０から８．０の範囲であることを特徴とする前記
発明６又は７に記載の錠剤。
［発明９］
　少なくともｎ－（ノルマル）オクタンスルホン酸ナトリウム又はラウリルスルホン酸ナ
トリウム、ラウロイルサルコシン酸ナトリウム、ミリストイルメチルアラニンナトリウム
の少なくとも１種を含むことを特徴とする前記発明６～８のいずれかに記載の錠剤。
［発明１０］
　重炭酸塩（炭酸水素ナトリウム又は炭酸水素カリウム）にポリエチレングリコールをコ
ーティングして作成された造粒物に、有機酸、ポリエチレングリコールを加えて混合し作
成された造粒物であることを特徴とする前記発明６～９のいずれかに記載の錠剤。
【発明の効果】
【００３８】
　前記発明１、２、３及び４並びに６、７及び８によれば、効率よく長時間一定径以下の
ミクロサイズの炭酸ガス泡をゆっくり発生させ続けられるようになり、且つ錠剤溶解後の
水溶液のｐＨを炭酸ガスが容易に重炭酸イオンに中和され高濃度に溶解できる値とするこ
とができ、かつ錠剤中の中和反応性を損なわず、十分な炭酸ガス濃度も維持でき、クエン
酸等の有機酸の皮膚親和性により炭酸ガスの経皮吸収を高め、健康と美容効果の高い炭酸
泉入浴剤を提供できるようになった。
【００３９】
　さらに、前記発明４及び７によれば、一定硬度以上の高硬度及び一定径以上のサイズの
錠剤とすることで、錠剤内部での中和反応が起こりやすくかつ、内部でのミクロサイズの
細かい炭酸ガスの泡の発生を効率よく起こさせ、微サイズの泡を継続的に長時間にわたっ
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て発生させることができ、水中に溶解する炭酸ガス成分濃度を最大に溶解させることがで
き、本発明の効果を顕著にできる。
【００４０】
　さらに前記発明２によれば、有機酸が特定されたものであり、特に有機酸として少なく
とも一つがクエン酸であることが、溶解後は中性となるような有機酸の存在が少ない量の
条件下でも効率よく中和反応を起こさせ、効率よくミクロサイズの炭酸ガス泡を持続的に
発生させ水中に溶解する炭酸ガス成分をより高濃度にして、本発明の効果を顕著にできた
。
【００４１】
　さらに前記発明３によれば、重炭酸塩の１／１００から１／５の範囲で無水炭酸ナトリ
ウム、無水炭酸カリウムから選ばれる無水物を添加することで、ポリエチレングリコール
の添加量を減らして中和反応性を高め、発生する炭酸ガスの直径をよりミクロサイズとし
、小さくしながらガス発生をゆっくり長時間持続させ、炭酸ガスの水中への溶解量をより
大きくする効果が顕著となった。
【００４２】
　さらに前記発明９によれば、錠剤をより硬度の高い錠剤とすることができて、反応性の
良い錠剤が作れることで、より効率的に中和反応を起こさせ、溶解後の湯水の透明性を維
持した上で細かい炭酸ガスを発生させることができ、本発明の効果をより大きく顕著にで
きた。なお、本発明に係る錠剤は、浴剤その他の背景技術に記載の用途に限らない。例え
ばシャワーヘッドに収容する等、シャワー水用として用いてもよい。
　また、前記発明１０によれば、本発明の効果が大きく発揮される。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　以下、本発明について更に詳細に説明する。
　本発明では錠剤が溶けた直後のｐＨが中性であっても、硬度の高い一定サイズ以上の錠
剤中では中和反応が効率よく起きる環境が出現し、かつ反応を一定時間継続的に起こさせ
、水中に溶解する炭酸ガス濃度を充分高くして、溶解した炭酸成分を高濃度の重炭酸イオ
ンとすることができる。
【００４４】
　本発明での錠剤溶解直後のｐＨは溶解した炭酸ガス成分が中和され重炭酸イオンとして
高濃度に溶解せしめるためにｐＨ５．５から８．５の範囲にあることが重要であり、望ま
しくはｐＨ６．０から８．０の範囲であることが炭酸ガスの発生と重炭酸への効率よい変
換が起こる点で重要である。
【００４５】
　溶解直後のｐＨという意味は、錠剤が溶解直後から、重炭酸イオンは中性ｐＨ付近であ
っても炭酸ガスを自然に揮発させｐＨは徐々に上昇していくものであり、たとえば溶解直
後のｐＨが７．０であっても２４時間後はｐＨは７．５くらいに変化し、またジェットバ
スなどで空気を吹き込むことでさらにｐＨは上昇する。したがって溶解後のｐＨは直後の
ｐＨで規定するのが妥当である。
【００４６】
　洗顔にしろ、足湯にしろ、入浴にしろ、錠剤の必要量は２００リッターあたり２０ｇか
ら１００ｇ（０．０１％から５％）程度であり、その場合の入浴剤が溶けた直後のｐＨが
重炭酸イオンを高濃度に存在させるために必要なｐＨ値である。
【００４７】
　本発明に係る錠剤は、必要に応じて酸又はアルカリのｐＨ調整剤によって本発明のｐＨ
値となるようにするから、効率よく中和反応が起こり、湯水中に溶解するのに適度な泡径
と速度で炭酸ガスを発生させ、錠剤が溶解し終わった湯水や水溶液のｐＨは中性にするこ
とができる点が本発明の特徴である。
【００４８】
　本来中性では中和反応は起こり得ないが、錠剤中では重炭酸塩と有機酸が高濃度に接触
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し、中和反応を起こしながら、溶解した大量の水の中での水溶液のｐＨを、中性から弱ア
ルカリ性にすることができ、その意味からも高い硬度と一定サイズの錠剤が必須な条件と
なることが分かった。
【００４９】
　その結果は発生した炭酸成分は中和され重炭酸イオンとなるが、仮に最初から重曹を粉
末で投入し重炭酸イオンとしても体が温まるという入浴効果は全く得られないことから、
自然炭酸泉と同じように炭酸ガスを発生させその炭酸ガスを経由して重炭酸イオンとなる
ような仕組みを経ない限り、健康や美容などでの効果は得られないという驚くべき発見を
したものと自負している。
【００５０】
　このように高い硬度の錠剤中で　重曹とクエン酸をゆっくり細かく反応させることで、
本発明の高い入浴効果がえられ、付加価値の高い商品を提供することができる。
【００５１】
　本発明の上記効果は、重炭酸塩に対する、有機酸の量、およびポリエチレングリコール
の量を規定し、それぞれを一定比率内の条件で混合し、錠剤は溶解直後のｐＨが一定範囲
となるよう設計し、かつ一定硬度及び一定サイズ以上の錠剤に圧縮成型して仕上げる際、
錠剤に水が浸透し内部で激しく均一にかつ持続的に反応し、かつ発生する炭酸ガス泡はミ
クロサイズの微細炭酸ガスとして発生させ、錠剤は最後までお風呂の底にしっかり沈むよ
うな状態で、小さく細かい泡が多数発生し、浮力がなくかつ表面積が大きいため、上昇す
るまでには水に溶解してしまい、湯水中の炭酸ガス濃度をいやがうえにも大きくでき、炭
酸ガスが溶解し重炭酸イオンとなった水のｐＨは５．５から８．５となるように調整され
た錠剤にすることで、本発明の効果が最大に発揮される。
【００５２】
　さらに本発明では、重炭酸塩の混合物Ａが流動層を用いて、ポリエチレングリコールで
、コーテイングして作成された造粒物であることにより、錠剤中での均一な反応など、本
発明の効果の発現が大きく発揮される。
【００５３】
　また本発明では、錠剤硬度が高いほど、溶液は中性となるにもかかわらず、錠剤内部で
の中和反応効率を最大にできる。
【００５４】
　ここで中和反応効率とは、例えば重炭酸ソーダ（重曹）とクエン酸を本発明の量比で混
合したとしても、粉末のままお風呂に投入すれば、さっと数秒で溶けてしまいわずかな炭
酸ガスしか発生させることができない。中和反応での炭酸ガスの発生よりそれぞれの成分
が解けて薄まってしまう工程が瞬時に優先的に起こってしまい、炭酸ガスは液中にはほと
んど溶解せず、単なる重炭酸ソーダとクエン酸ソーダが溶けた薄い中性液となってしまう
。しかも、たとえ炭酸ガスが出たとしても粉末は軽く浮力があり表面でしか反応しないた
め、お風呂の液中に炭酸ガスが溶解することはほとんどなく空気中に逃げてしまうからで
ある。
【００５５】
　市場の炭酸ガス浴剤のほとんどがこのタイプであり、硬度が小さくサイズも小さく、す
ぐに液表面に浮いてしまうから、効率よく炭酸ガスを発生させ液中に溶解させることがで
きない。
【００５６】
　入浴剤が溶けた後の湯水が酸性となるような場合には激しく急速に反応し炭酸ガスを爆
発的に出して錠剤は崩れてしまい表面に浮いて溶け切るから、炭酸ガスのほとんどは空気
中に揮散してしまい、またせっかく溶けた炭酸ガスがあったとしてもｐＨ５．５未満の弱
酸性では、炭酸ガスは泡となってどんどん表面に出てしまい空気中に揮散してなくなって
しまうという欠点がある。
【００５７】
　それ故に本発明では一定比率の重炭酸塩と有機酸を組み合わせ、一定硬度以上の錠剤と
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して、直径および厚みをそれぞれ７ｍｍ以上、望ましくは１０ｍｍ以上にして圧縮成形す
ることによって、湯水に溶かした場合、中和反応を持続的に効率よく、泡のサイズを微細
で均一に発生させられ、炭酸ガスを効率よく湯水中に溶解させられる。
【００５８】
　また錠剤は完全に反応し終わり固形成分がなくなるまで崩れず、浴槽の底に沈んだまま
で反応し続け、発生した炭酸ガスを限りなく効率よく液中に溶解させることができ、本発
明の効果を最大に発揮させる。
【００５９】
　有機酸としてはクエン酸、コハク酸、リンゴ酸などが用いられるが、少なくともクエン
酸を含む有機酸を用いることが錠剤中の中和反応をより効果的に持続的かつ微細な泡を発
生させることができ、好ましい化合物として本発明の効果をより顕著に発揮することがで
きる。
【００６０】
　本発明の好ましい実施態様によれば、重炭酸塩の造粒物Ａに対するこれらクエン酸の量
と、無水炭酸ナトリウムなどの無水物の量を規定して錠剤を一定硬度以上とし、サイズも
一定サイズ以上とすることで、錠剤中の中和反応を最大効率的に起こさせ、溶解した水溶
液は中性から弱アルカリ性にすることができるという本発明の大きな特徴が最大の効果を
発揮する。
【００６１】
　そして重炭酸塩を流動層で造粒し造粒物Ａを得る場合、実質的に空気を攪拌作用として
使用しない機械式流動層造粒機を用いた場合において、錠剤中の反応を効率的に高められ
る。機械式撹拌方式の流動層としては、撹拌に空気を用いた流動を行わず、プロペラなど
の機械式羽などを用いて粉体を流動させるため、造粒中に湿気のある空気から持ち込まれ
る水分を吸湿する事もなく、造粒中に減圧ポンプで真空にすることも可能となり、ポリエ
チレングリコールの量を下げて造粒できるため、中和反応をより活発にしながら、発泡す
る泡の径を極めて小さくできる効果が発揮できるため好ましく使われる。
【００６２】
　実質的に空気を攪拌作用として使用しない機械式流動層造粒機とは、横型ドラムの中に
すき状ショベルを配し、遠心拡散及び渦流作用を起こさせ、三次元流動させる混合機の事
で、例えば、ドイツレーディゲ社製又は松坂技研社製として市場で販売されている。
【００６３】
　本造粒機には、減圧するための真空ポンプが付いていることがより好ましい。即ち、冷
却時に減圧し、少しでも水分が飛ぶように操作して、本発明の効果を向上させる上で好ま
しい。更に、造粒した顆粒が冷却時に粗大粒子になるのを防止するためのチョッパーが付
いていることが好ましい。即ち、チョッパーを冷却時に作動させて、整粒することにより
、本発明の炭酸ガス泡の径をミクロサイズにより小さくする効果が発揮され、より好まし
い造粒方法となる。
【００６４】
　本発明ではもっとも好ましい製造方法は、重炭酸ナトリウムをポリエチレングリコール
と機械式撹拌方式を用いた流動層造粒機によって造粒し、この造粒物に一定比率の量の有
機酸と無水炭酸ナトリウム及びポリエチレングリコールを加え、混合後、高圧で圧縮成型
し一定硬度以上一定サイズ以上の錠剤として得ることで、本発明の効果が大きく発揮され
る。
【００６５】
　もちろん有機酸を主とする混合物もポリエチレングリコールを用いて造粒し、重炭酸塩
を造粒せずにポリエチレングリコールと混合しただけで、有機酸造粒物と混合して圧縮成
型し錠剤を得ることも、造粒する化合物の量が相対的に少なく工程的な面からの製造方法
としては好ましい方法となるが、いずれにしろ、コストの面からは重炭酸塩、もしくは有
機酸のどちらか一方を造粒し、片方は混合するだけで製造することが望ましい。本発明の
錠剤中での中和反応を長時間維持し溶解する炭酸ガスを増大させるには、重炭酸塩と有機
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酸塩の両方がいずれもポリエチレングリコールと、混合もしくはコーテイングして使用す
ることが好ましい製造方式となる。
【００６６】
　本発明で使用するＰＥＧは、平均分子量が４０００～８０００のものが本発明の効果を
奏する点で好ましい。ロータリー式打錠機の如き圧縮成形打錠機による成形安定性、杵付
着耐性、キャッピング、錠剤成型速度の向上の点より、平均分子量６０００程度のＰＥＧ
が、造粒結果を好ましいものとして、錠剤を湯水中に溶解した場合、炭酸ガス成分を重炭
酸イオンに最大に溶解させることができ、硬度も厚みも直径もいずれも大きくなるほど、
本発明の効果を顕著にできる。
【００６７】
　重炭酸塩（炭酸水素ナトリウム又は炭酸水素カリウム）の造粒物Ａもしくは混合物Ａ１
００質量部に対するポリエチレングリコールの比率は、１／１００から１／５が好ましく
、特に好ましくは１／１００から１／１０であり、ＰＥＧの比率が上記量よりも少ないと
、炭酸ガス泡の径が大きくなり発泡時間も短くなり、湯水に溶解する炭酸ガス成分を大き
くできないことがあり、一方、ポリエチレングリコールの量が上記よりも多くなると、発
生する泡の量が抑えられ、同じように溶解する炭酸ガスの量が小さくなってしまうことが
ある。
【００６８】
　また、本発明では重炭酸塩の造粒物ＡもしくはＰＥＧ混合物Ａを得たのち、有機酸もし
くは有機酸造粒物Ｂ、あるいはＰＥＧ有機酸混合物を添加する工程で、無水炭酸ナトリウ
ムや無水炭酸カリウムなどの無水物を添加することにより、本発明の効果をより顕著に発
揮させることができ、炭酸ガスの泡径を最適な小さなものとしながら、発泡量をより多く
、且つ長時間持続させる効果が得られることが分かった。
【００６９】
　またこの無水物の効果としては、無水炭酸ナトリウムを添加した場合がより好ましい本
発明の効果を発揮させる化合物である。
【００７０】
　また本発明では、有機酸を造粒せず、造粒物Ａと有機酸にポリエチレングリコールを加
え混合するだけで、圧縮成型する場合に、本発明のミクロサイズの泡を長時間発泡させ、
湯水の中に溶解する炭酸ガス成分を大きくできることが分かり、良好な錠剤を得ることが
できた。この場合、工程を大幅に省略できコスト的な効果も合わせて望ましい製造方法で
ある。
【００７１】
　一方、有機酸をＰＥＧで造粒し、重炭酸塩とＰＥＧを一定温度で混合するだけで、圧縮
成型する場合にも、本発明のミクロサイズの泡を長時間発泡させ、湯水の中に溶解する炭
酸ガス成分を最大にし、工程を大幅に省略できコスト的な効果も合わせると、望ましい製
造方法であることが分かった。
【００７２】
　この製造方法における有機酸に対するポリエチレングリコールの使用比率は、有機酸１
００質量部に対し５から１５質量部であることが好ましい。
【００７３】
　重炭酸塩の造粒物ＡもしくはＰＥＧ混合物Ａに対する有機酸もしくは有機酸混合物Ｂも
しくは有機酸造粒物Ｂの添加量は、１／１０から１／３であることが、本発明の効果を発
揮し望ましい。
【００７４】
　有機酸は無水物の添加によって、特に造粒しなくても本発明の効果が得られるが、より
好ましくは、ポリエチレングリコールと一緒に添加するか、ＰＥＧ造粒物Ｂとし、造粒物
Ａと混合して圧縮成型することが、好ましい中和反応性のある錠剤を製剤することができ
る。
【００７５】
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　更に、本発明では、前記造粒物Ａもしくは混合物Ａを作成する工程や、又は造粒物Ａと
有機酸もしくは造粒物Ｂを混合する工程など圧縮成型前のいずれかの工程に無水物を添加
することが好ましい効果を発揮する。
【００７６】
　無水物の量は、多すぎる場合は発泡する泡の量が少なくなってしまい、一方、少なすぎ
ると浴中での炭酸ガスの発生が激しくなり、好ましくない。
【００７７】
　また本発明においては、使用される無水物とは、無水炭酸ナトリウム、無水炭酸カリウ
ムから選ばれる１又は２以上の無水物を、重炭酸塩量の１／１００～１／５量だけ使用す
ること、特に１／１００～１／１０量だけ使用することにより、本発明の効果を好ましく
発揮できた。
　特に本発明の効果を最大に発揮する無水物としては無水炭酸ナトリウムが挙げられる。
【００７８】
　本発明では錠剤成形のための離型剤を使用することができるが、この離型剤としては、
一般的にショ糖やステアリン酸マグネシウムなどが使われるが、本発明で特に好ましい化
合物としてｎ－（ノルマル）オクタンスルホン酸ナトリウムやラウリルスルホン酸ナトリ
ウム、ラウロイルサルコシン酸ナトリウム、ミリストイルメチルアラニンナトリウムなど
から選ばれる１種を含むことで、本発明に係る錠剤を安定的に連続に、かつ高速に圧縮成
型でき好ましい。また、本発明に係る錠剤が湯水に溶解された際、ミクロサイズの発泡を
行わせ、溶解後のこの湯水の透明性を維持する上でも、これらの離型剤が最も好ましく用
いられる。なお、本発明の離型剤の添加量は、公知公用の範囲であればよく、特別の制限
はない。
【００７９】
　本発明には、主成分のほかには、その他の成分（添加物）を必要に応じて混合すること
ができる。主成分は重炭酸塩として炭酸水素ナトリウムもしくは炭酸水素カリウムが、ま
た有機酸としてはクエン酸やコハク酸、フマル酸及びリンゴ酸などが使われ、最も好まし
い有機酸としてはクエン酸を添加した場合に本発明の効果を最大に発揮する。その他の添
加物として、ヒアルロン酸などの健康成分や香料、色素、界面活性剤等及び必要に応じ炭
酸ナトリウムなどの無水物が挙げられる。
【００８０】
　有機酸もしくは有機酸の混合物Ｂや造粒物Ｂには、炭酸ナトリウムなどの無水物や、香
料、色素、界面活性剤等及びポリエチレングリコールなどが望ましい添加物として挙げら
れる。
【００８１】
　錠剤を作製する圧縮成形には、公知の圧縮成形機を特別の制限なく使用でき、例えば、
油圧プレス機、単発式打錠機、ロータリー式打錠機、ブリケッティングマシンなどを用い
ることができる。この打錠機などに用いる杵の大きさは、杵が円形である場合は直径が７
ｍｍ以上であることが好ましく、杵が三角形や四角形の場合、円形杵に換算して直径が７
ｍｍ以上となるものが好ましい。そして杵の厚みについても同様である。円形の打錠品を
得る場合、錠剤の直径は７ｍｍ以上が望ましく、より望ましくは１０ｍｍ以上とされ、厚
みも７ｍｍ以上、好ましくは１０ｍｍ以上とし、三角形や四角形等の錠剤とされる場合、
円形錠剤に換算して、直径及び厚みの各々が７ｍｍ以上とする。
【００８２】
　上記のように、錠剤は必ずしも平面を持つ円形でなくてもよく、７ｍｍ以上の固形物で
あれば、楕円形でもタブレットでも球体でも、形は何ら制限されない。
【００８３】
　堅い一定サイズ以上の固体中でミクロサイズの発泡をゆっくり起こさせ、液中への炭酸
ガスの溶解をより効率的に行うのであれば、どのような錠剤形状でもよく、錠剤硬度は２
９ｋｇ以上、直径や厚みは７ｍｍ以上であり、硬度は高いほど錠剤中での炭酸ガスの発生
がより効果的に起こり浴中への炭酸ガスの溶解が効率的に行われ、泡の径が細かくなり、
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好ましい結果を生じる。
【００８４】
　以下、本発明における硬度について説明する。
【００８５】
　錠剤硬度として一般的である直径方向からの錠剤破壊強度としての硬度を測定してみた
。
【００８６】
　この方法では、錠剤の破壊強度を測定することになるが、直径方向の硬度測定方法とし
て岡田精工社製デジタル錠剤硬度計ニュー・スピードチェッカーＴＳ７５ＮＬを用いて錠
剤の硬度［ｋｇ］を４回測定した。この場合、硬度に再現性があり、値の大きなばらつき
は見られなかった。
【００８７】
　本発明においては、本発明の化合物以外の化合物はできるだけ添加しないことが望まし
いが、別の酸性成分やアルカリ成分や香りや、必要に応じてにごり温泉成分を１又は２以
上添加することもできる。
【００８８】
　本発明では、重炭酸塩量に対する有機酸成分が本発明範囲より多くなれば、泡の径が大
きく、反応も激しく短時間で反応が終わってしまう。また重炭酸塩量に対する有機酸成分
の量が少なすぎると、中和反応は効率的に起こらず発生する炭酸ガスは少なくなり、本発
明の効果は発揮されない。
【００８９】
　また、無水物である炭酸ナトリウムの量が少なすぎると、ポリエチレングリコールの使
用量を増さなければならず、そうしないと、中和反応が激しすぎて泡の径が大きくなり、
本発明の効果が損なわれたりすることとなる。また重炭酸塩の量や、有機酸の量に対し、
ポリエチレングリコールの量が多かったり少なかったりする場合にも、中和反応が均一に
持続的に起こらず、泡の径も一定にならないため、本発明の望ましい効果を得ることはで
きない。
【００９０】
　上記のように、本発明の必要成分を本発明の量比で添加した上で、本発明の効果が充分
発揮されるようなｐＨ調整剤を添加して、溶解後の浴中のｐＨを本発明範囲にすることは
望ましい実施態様である。
【００９１】
［実施例－１］
　以下、実施例を挙げ本発明を詳細に説明するが、本発明の態様は、これらに限定される
ものではない。
　比較用原料の造粒
　　操作－１
　Ｐｏｗｒｅｘ社製流動層造粒機ＧＰＣＧ－３００ＣＴを用いて下記操作を行った。
　２３℃６０％ＲＨに空調された造粒室に設置されたＰｏｗｒｅｘ社製流動層造粒機ＧＰ
ＣＧ－３００ＣＴに炭酸水素ナトリウム４６０ｋｇを添加し、加温し、粉体温度が６８℃
にてＰＥＧ＃６０００を８０ｋｇ投入し７２℃まで加温しながら造粒し、終了後、流動エ
アーを２０℃に設定し、粉体を冷却する。粉体温度が約３５℃に到達したら、造粒物を外
部密閉容器へ取り出し操作を終了、造粒物Ａ１を得た。
【００９２】
　同じくＰｏｗｒｅｘ社製流動層造粒機ＧＰＣＧ－３００ＣＴを用いて下記操作を行った
。
　２３℃６０％ＲＨに空調された造粒室に設置されたＰｏｗｒｅｘ社製流動層造粒機ＧＰ
ＣＧ－３００ＣＴに無水クエン酸３８０ｋｇ及びＰＥＧ＃６０００を４０ｋｇ投入し、４
５℃から６９℃にて造粒を行い終了後、エアーを２０℃に設定し、粉体を冷却する。粉体
温度が約３５℃に到達したら、造粒を終了し、密閉容器に粉体を排出し、保管、造粒物Ｂ
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１を得た。
【００９３】
　　操作－２
　松坂技研社製レディゲミキサーＶＴ１２００改良型に無水炭酸ナトリウム４６０ｋｇを
加え粉体温度が４５℃にて、ポリエチレングリコール＃６０００を８０ｋｇ添加し、造粒
し、粉体温度が７０℃になったら造粒を終了、これを２０℃の冷水にて間接冷却し、造粒
物Ａ２を得た。
【００９４】
　さらに松坂技研社製レディゲミキサーＶＴ１２００改良型にクエン酸３８０ｋｇとＰＥ
Ｇ＃６０００の４０ｋｇをクエン酸の粉体温度が４５℃から添加し、造粒を行い、粉体温
度が６９℃にて造粒を停止し、これを２０℃の冷水により間接に粉体を冷却し、造粒物Ｂ
２を得た。
【００９５】
　松坂技研社製レディゲミキサーの使用は以下共通であり、２３℃６０％ＲＨに空調され
た造粒室に松坂技研社製レディゲミキサーＶＴ１２００改良型を設置し、炭酸水素ナトリ
ウムを規定量投入し、回転数１１５ｒｐｍで攪拌しながら、ジャケットに規定温度の温水
を循環させ粉体温度を上げてから規定温度に到達したところで、ＰＥＧ＃６０００を規定
量投入する、粉体温度が規定温度に達し一定時間経過したら造粒を終了し、ジャケットの
水の温度を下げ温水を置き換え、加えて１０トールの減圧下で冷却する。粉体温度が約３
５℃に到達したら、底部排出口より、粉体を排出し、密閉容器に保管し、造粒物を得る方
法によった。
　なお、造粒物を得る方法の詳細な操作は、これと同様ないし同等のため、以後は省略す
ることがある。
【００９６】
　本発明例原料の造粒
　　操作－３
　Ｐｏｗｒｅｘ社製流動層造粒機ＧＰＣＧ－３００ＣＴを用いて下記操作を行った。
　２３℃６０％ＲＨに空調された造粒室に設置されたＰｏｗｒｅｘ社製流動層造粒機ＧＰ
ＣＧ－３００ＣＴに炭酸水素ナトリウム４６０ｋｇを入れ、粉体温度が５３℃にてＰＥＧ
＃６０００の３２ｋｇを添加し、６３℃にて加温を停止し、その後２０℃に設定した流動
エアーで粉体を冷却開始し、粉体温度が約３５℃に到達したら、造粒を終了し、密閉容器
に粉体を排出し、保管、造粒物Ａ３を得た。
【００９７】
　同じくＰｏｗｒｅｘ社製流動層造粒機ＧＰＣＧ－３００ＣＴを用いて下記操作を行った
。
　２３℃６０％ＲＨに空調された造粒室に設置されたＰｏｗｒｅｘ社製流動層造粒機ＧＰ
ＣＧ－３００ＣＴに無水クエン酸６０ｋｇ及びＰＥＧ＃６０００の１２ｋｇを投入し、６
３℃にて流動エアーで粉体を流動造粒し、造粒が完了したら、流動エアーを１５℃に設定
し、粉体を冷却する。粉体温度が約３５℃に到達したら、造粒を終了し、密閉容器に粉体
を排出し、保管、造粒物Ｂ３を得た。
【００９８】
　　操作－３の２
　松坂技研社製レディゲミキサーＶＴ１２００改良型に炭酸水素ナトリウム４６０ｋｇ、
ポリエチレングリコール＃６０００の３２ｋｇを加え６２℃にて造粒し、終了後、冷却水
で間接的に粉体を冷却し、造粒物Ａ４を得た。
【００９９】
　同じく松坂技研社製レディゲミキサーＶＴ１２００改良型にクエン酸６０ｋｇとＰＥＧ
＃６０００の１０ｋｇを添加し、６２℃にて造粒し、終了後冷却して造粒物Ｂ４を得た。
【０１００】
　　操作－４
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　本発明例原料の造粒
　Ｐｏｗｒｅｘ社製流動層造粒機ＧＰＣＧ－３００ＣＴを用いて下記操作を行った。
　２３℃６０％ＲＨに空調された造粒室に設置されたＰｏｗｒｅｘ社製流動層造粒機ＧＰ
ＣＧ－３００ＣＴに炭酸水素ナトリウム４６０ｋｇ及びＰＥＧ＃６０００の３５ｋｇ及び
無水炭酸ナトリウム１２ｋｇを混合しながら、５１℃にて造粒し、その後２０℃に設定し
た流動エアーで粉体を冷却する。粉体温度が約３５℃に到達したら、造粒を終了し、密閉
容器に粉体を排出し、保管、造粒物Ａ５を得た。
【０１０１】
　同じくＰｏｗｒｅｘ社製流動層造粒機ＧＰＣＧ－３００ＣＴを用いて下記操作を行った
。
　２３℃６０％ＲＨに空調された造粒室に設置されたＰｏｗｒｅｘ社製流動層造粒機ＧＰ
ＣＧ－３００ＣＴに無水クエン酸７０kg及びＰＥＧ＃６０００の１２ｋｇ並びに無水炭酸
ナトリウムを８ｋｇ混合しながら６２℃にて造粒し、造粒が完了したら、流動エアーを１
５℃に設定し、粉体を冷却する。粉体温度が約３５℃に到達したら、造粒を終了し、密閉
容器に粉体を排出し、保管、造粒物Ｂ５を得た。
【０１０２】
　　操作－５
　本発明例原料の造粒
　松坂技研社製レディゲミキサーＶＴ１２００改良型に炭酸水素ナトリウム４６０ｋｇ、
炭酸ナトリウム１２ｋｇ、ポリエチレングリコール＃６０００の２０ｋｇを加え６０℃で
造粒し、終了後冷却し、造粒物Ａ６を得た。
【０１０３】
　同じく松坂技研社製レディゲミキサーＶＴ１２００改良型にクエン酸８５ｋｇ、ポリエ
チレングリコール＃６０００の８ｋｇ及び無水炭酸ナトリウム９ｋｇを混合しながら５３
℃にて造粒し、終了後冷却し、造粒物Ｂ６を得た。
【０１０４】
　　操作－６
比較用錠剤の作成
比較サンプル１
　造粒物Ａ１を５４０ｋｇと造粒物Ｂ１を３２０ｋｇに、ポリエチレングリコール＃６０
００を６ｋｇ及びステアリン酸マグネシウム１．５ｋｇを投入し、混合後、アプライドパ
ワーインダストリー［アプライドパワージャパン社］（旧社名：東洋油圧機械社：型式：
ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手動錠剤製造機）により、加重１ｔを加
え、直径３ｍｍ、厚さ３ｍｍの錠剤Ｊ０１を作成した。
【０１０５】
比較サンプル２
　造粒物Ａ２を５４０ｋｇと造粒物Ｂ２を３２０ｋｇに、ポリエチレングリコール＃６０
００を６ｋｇ及びステアリン酸マグネシウム１．５ｋｇを投入し、混合後、アプライドパ
ワーインダストリー［アプライドパワージャパン社］（旧社名：東洋油圧機械社：型式：
ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手動錠剤製造機）により、加重１ｔを加
え、直径３０ｍｍ、厚さ１５ｍｍの錠剤Ｊ０２を作成した。
【０１０６】
比較サンプル３
　造粒物Ａ１を５４０ｋｇに、造粒物Ｂ２を３２０ｋｇ及びポリエチレングリコール＃６
０００を６ｋｇ並びにステアリン酸マグネシウム１．５ｋｇを投入し、混合後、アプライ
ドパワーインダストリー［アプライドパワージャパン社］（旧社名：東洋油圧機械社：型
式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手動錠剤製造機）により、加重２ｔ
を加え、直径７ｍｍ、厚さ４ｍｍの錠剤Ｊ０３を作成した。
【０１０７】
比較サンプル４
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　造粒物Ａ２を５４０ｋｇに、造粒物Ｂ１を３２０ｋｇ及びポリエチレングリコール＃６
０００を６ｋｇ並びにステアリン酸マグネシウム１．５ｋｇを投入し、混合後、アプライ
ドパワーインダストリー［アプライドパワージャパン社］（旧社名：東洋油圧機械社：型
式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手動錠剤製造機）により、加重２ｔ
を加え、直径３０mｍ、厚さ４ｍｍの錠剤Ｊ０４を作成した。
【０１０８】
比較サンプル５
　造粒物Ａ１を５４０ｋｇに、クエン酸８０ｋｇ及びポリエチレングリコール＃６０００
を１６ｋｇ並びにステアリン酸マグネシウム１．５ｋｇを投入し、混合後、アプライドパ
ワーインダストリー［アプライドパワージャパン社］（旧社名：東洋油圧機械社：型式：
ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手動錠剤製造機）によって加重２ｔにて
直径９ｍｍで厚さ５ｍｍの錠剤Ｊ０５を作成した。
【０１０９】
比較サンプル６
　造粒物Ａ２を５４０ｋｇに、クエン酸８０ｋｇ及びポリエチレングリコール＃６０００
を１６ｋｇ並びにステアリン酸マグネシウム１．５ｋｇを投入し、混合後、アプライドパ
ワーインダストリー［アプライドパワージャパン社］（旧社名：東洋油圧機械社：型式：
ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手動錠剤製造機）により、加重１ｔを加
え、直径８ｍｍ、厚さ８ｍｍの錠剤Ｊ０６を作成した。
【０１１０】
　　操作－７
本発明サンプル１
　造粒物Ａ３を５００ｋｇに、クエン酸６０ｋｇ及びポリエチレングリコール＃６０００
を１６ｋｇ並びに無水炭酸ナトリウム２０ｋｇ及びｎ－オクタンスルホン酸１．５ｋｇを
投入し、攪拌、混合後、アプライドパワーインダストリー［アプライドパワージャパン社
］（旧社名：東洋油圧機械社：型式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手
動錠剤製造機）により、加重４ｔを加え、直径２０ｍｍ、厚さ１５ｍｍの錠剤Ｊ１を作成
した。
【０１１１】
本発明サンプル２
　造粒物Ａ４を５００ｋｇに、クエン酸６０ｋｇ及び無水炭酸ナトリウム３５ｋｇ、ポリ
エチレングリコール＃６０００を８ｋｇ並びにｎ－オクタンスルホン酸１．５ｋｇを投入
し、回転数１１５ｒｐｍで攪拌し、混合後、アプライドパワーインダストリー［アプライ
ドパワージャパン社］（旧社名：東洋油圧機械社：型式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製
オイルプレス型（手動錠剤製造機）により、加重１２ｔを加え、直径３０ｍｍ、厚さ１５
ｍｍの錠剤Ｊ２を作成した。
【０１１２】
本発明サンプル３
　造粒物Ａ５を５００ｋｇに、クエン酸６０ｋｇ及びポリエチレングリコール＃６０００
を１０ｋｇ並びにｎ－オクタンスルホン酸１，０ｋｇ　ラウリルスルホン酸ナトリウム１
ｋｇを投入し、混合後、アプライドパワーインダストリー［アプライドパワージャパン社
］（旧社名：東洋油圧機械社：型式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手
動錠剤製造機）により、加重９ｔを加え、直径６０ｍｍ、厚さ２０ｍｍの錠剤Ｊ３を作成
した。
【０１１３】
本発明サンプル４
　造粒物Ａ３を５００ｋｇに、クエン酸１００ｋｇ、無水炭酸ナトリウム８ｋｇ及びポリ
エチレングリコール＃６０００を８ｋｇ並びにｎ－オクタンスルホン酸ナトリウム１．５
ｋｇを投入し混合後、アプライドパワーインダストリー［アプライドパワージャパン社］
（旧社名：東洋油圧機械社：型式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手動
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錠剤製造機）により、加重９ｔを加え、直径３０ｍｍ、厚さ１５ｍｍの錠剤Ｊ４を作成し
た。
【０１１４】
本発明サンプル５
　造粒物Ａ４を５００ｋｇにコハク酸１００ｋｇを加え無水炭酸ナトリウム２３ｋｇとポ
リエチレングリコール８ｋｇ、ｎ－オクタンスルホン酸ナトリウム１．５ｋｇを加え［ア
プライドパワージャパン社］（旧社名：東洋油圧機械社：型式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９
３）製オイルプレス型（手動錠剤製造機）により、加重９ｔを加え、直径３０ｍｍ、厚さ
１５ｍｍの錠剤Ｊ５を作成した。
【０１１５】
本発明サンプル６
　造粒物Ａ４を５００ｋｇにフマル酸１００ｋｇを加え無水炭酸ナトリウム２３ｋｇとポ
リエチレングリコール８ｋｇ、ｎ－オクタンスルホン酸ナトリウム１．５ｋｇを加え［ア
プライドパワージャパン社］（旧社名：東洋油圧機械社：型式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９
３）製オイルプレス型（手動錠剤製造機）により、加重９ｔを加え、直径３０ｍｍ、厚さ
１５ｍｍの錠剤Ｊ６を作成した。
【０１１６】
本発明サンプル７
　造粒物Ａ４を５００ｋｇにリンゴ酸１００ｋｇを加え無水炭酸ナトリウム２３ｋｇとポ
リエチレングリコール８ｋｇ、ｎ－オクタンスルホン酸ナトリウム１．５ｋｇを加え［ア
プライドパワージャパン社］（旧社名：東洋油圧機械社：型式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９
３）製オイルプレス型（手動錠剤製造機）により、加重９ｔを加え、直径３０ｍｍ、厚さ
１５ｍｍの錠剤Ｊ７を作成した。
【０１１７】
本発明サンプル８
　造粒物Ａ４を５００ｋｇに、クエン酸８０ｋｇ及び無水炭酸カリウム、とポリエチレン
グリコール＃６０００を６ｋｇ並びにｎ－オクタンスルホン酸１．５ｋｇを投入し、混合
後、アプライドパワーインダストリー［アプライドパワージャパン社］（旧社名：東洋油
圧機械社：型式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手動錠剤製造機）によ
り、加重９ｔを加え、直径３０ｍｍ、厚さ１５ｍｍの錠剤Ｊ８を作成した。
【０１１８】
本発明サンプル９
　造粒物Ａ４を５００ｋｇに、造粒物Ｂ６を８０ｋｇ、ポリエチレングリコール＃６００
０を７ｋｇ及びラウリル硫酸ナトリウム１．５ｋｇを投入し、混合後、アプライドパワー
インダストリー［アプライドパワージャパン社］（旧社名：東洋油圧機械社：型式：ＳＰ
ＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手動錠剤製造機）により、加重９ｔを加え、
直径３０ｍｍ、厚さ１５ｍｍの錠剤Ｊ９を作成した。
【０１１９】
本発明サンプル１０
　造粒物Ａ４を５００ｋｇに、クエン酸６０ｋｇ、ポリエチレングリコール＃６０００を
１２ｋｇ及び炭酸ナトリウム２０ｋｇとｎ－オクタンスルホン酸ナトリウム１．５ｋｇを
投入し、混合後、アプライドパワーインダストリー［アプライドパワージャパン社］（旧
社名：東洋油圧機械社：型式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手動錠剤
製造機）により、加重９ｔを加え、直径３０ｍｍ、厚さ１５ｍｍの錠剤Ｊ１０を作成した
。
【０１２０】
本発明サンプル１１
　造粒物Ａ４を５００ｋｇに、クエン酸６０ｋｇ及び無水炭酸カリウム９ｋｇ、ポリエチ
レングリコール＃６０００を１０ｋｇ並びにｎ－オクタンスルホン酸ナトリウム１．５ｋ
ｇを投入し、混合後、アプライドパワーインダストリー［アプライドパワージャパン社］
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（旧社名：東洋油圧機械社：型式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手動
錠剤製造機）により、加重９ｔを加え、直径３０ｍｍ、厚さ１５ｍｍの錠剤Ｊ１１を作成
した。
【０１２１】
　　操作－８
実施例－１の錠剤の評価作業
（１）　錠剤硬度の測定
　岡田精工社製デジタル錠剤硬度計ニュー・スピードチェッカーＴＳ７５ＮＬを用いて錠
剤硬度（ｋｇ）について４回測定し、その平均値を下記表１に示した。

（２）　錠剤の溶解時の発泡状態の評価
直径７０ｍｍ、高さ４００ｍｍのガラスシリンダーに、
約３５℃付近の温度の水を高さ２５０ｍｍまで入れたものを用意し、
錠剤のサンプルをそれぞれ約１５グラム付近となるようできるだけ形状を変えず錠剤がそ
のまま投入できる範囲で、投入し、泡の発生状態、泡の上昇状態を下記評価基準で観察し
、さらに錠剤の溶解完了時間を測定記録し、同じく下記表１に結果を記した。
◎：直径１０から１５ｍｍ程度の大きな泡が殆どなく、２から６ｍｍ程度の泡が揃って上
昇しながら液表面に到達する泡が少なく途中で減少してしまい、炭酸ガスが溶解している
状態が分かる。
○：直径１０ｍｍから１５ｍｍ程度の泡が２０％以内で、大部分の泡は細かいサイズで揃
って発生し、上昇しながら溶解してゆく状態が分かる。
△：泡が小さく揃っているが、発泡がゆっくり過ぎて勢いがなく溶解量も少ないか、又は
発泡した泡が合併してしまい、大きくなって上昇し空気中に逃げる部分が多くなる。
×：直径１０ｍｍから１５ｍｍ程度の発泡の径が大きいものが４０％以上で、激しく発泡
し、殆どの泡が合併して大きくなり液表面に急上昇し炭酸ガスが液外に逃げてしまうか、
又は反応がゆっくり過ぎて泡が合併し空気中に逃げてしまう状態が見られる。
××：激しい発泡で、殆どの泡が液表面から空気中に逃げ、数分で終わってしまうか、又
は泡がほとんど出ず、中和反応が起こらず　溶解時間も長く、炭酸ガスが水に溶解する可
能性が著しく低い状態が推察できる。

（３）　錠剤の溶解完了時間の測定
　上記シリンダー中の錠剤が溶けるに必要な時間を投入後から錠剤の９０％以上(目視判
断)が溶解したと観察された時間を記録した。

（４）入浴時の温まりの効果（足湯での被験者の皮膚の表面温度の測定）
　２４℃の室内にて、３８℃の恒温足湯装置に両足を１５分浸漬し、１時間後の足の表面
をサーモグラフィーＴＶＳ５００ＩＳで撮影し、皮膚表面の温まりの持続性を被験者３名
で行い、以下の評価基準で評価し結果を表１に示した。
◎　１時間後のサーモグラフィーの撮影画面の全体が赤色で体も十分温まる。
○　１時間後のサーモグラフィーの撮影画面が黄色であり、温まった効果が認められる。
×　１時間後のサーモグラフィーの写真は青色が多く、温まりの効果は普通のお湯と変わ
らない。

　［表１］
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　表１から明らかなように、本発明に係る錠剤硬度が一定値以上であり、錠剤の直径と厚
みが一定以上で、かつ錠剤溶解直後の湯水のｐＨが本発明内であれば、本発明に特有の作
用効果が見られることが分かる。
【０１２２】
［実施例－２］
　　操作－９
　本発明の効果的な範囲を示すため錠剤成分の添加量や造粒条件を下記の操作により変化
し、実施例－１と同じく下記操作を行い、上記操作－８と同じく評価を行い、結果を下記
に示した。
　すなわち、造粒物Ａ４を５００ｋｇ及びクエン酸を下記量比で変化添加し、

Ｊ１２：　クエン酸　（３００ｋｇ）
Ｊ１３：　クエン酸　（２６０ｋｇ）
Ｊ１４：　クエン酸　（１５０ｋｇ）
Ｊ１５：　クエン酸　（１００ｋｇ）
Ｊ１６：　クエン酸　（６０ｋｇ）
Ｊ１７：　クエン酸　（１０ｋｇ）
Ｊ１８：　クエン酸　（５ｋｇ）

　この混合物それぞれに、無水炭酸ナトリウム９ｋｇ、ポリエチレングリコール＃６００
０を１０ｋｇ及びｎ－オクタンスルホン酸ナトリウム１．５ｋｇを投入し、混合後、アプ
ライドパワーインダストリー［アプライドパワージャパン社］（旧社名：東洋油圧機械社
：型式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手動錠剤製造機）により、加重
量を８ｔを加え、直径３０ｍｍ、厚さ１５ｍｍの錠剤Ｊ１２からＪ１８までを作成し、上
記操作－８にて評価し下記に結果を示した。

　［表２］
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　上記結果から、重炭酸塩に対するクエン酸（有機酸）の添加量には最適な領域があり、
錠剤の硬度及び溶解後のｐＨ値だけでなく、重炭酸塩量に対し最適な有機酸の量により本
発明の効果が、より良く発揮されることが分かる。
【０１２３】
［実施例－３］
　　操作－１０
　造粒物Ａ４を５００ｋｇに対しクエン酸を８０kg及びポリエチレングリコール＃６００
０を１５ｋｇを加え、ｎ‐オクタンスルホン酸ナトリウム１．５ｋｇをくわえて混合後、
一定量をとり分割した混合物それぞれに、炭酸ナトリウムを量を変化しながら添加し、こ
の混合物をアプライドパワーインダストリー［アプライドパワージャパン社］（旧社名：
東洋油圧機械社：型式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手動錠剤製造機
）により、加重８ｔを加え、直径３０ｍｍで厚さ１５ｍｍとなるように錠剤を作成し、そ
れぞれの錠剤の溶解直後のｐＨが、Ｊ２４＝４．５　Ｊ２５＝５．６　Ｊ２６＝６．２　
Ｊ２７＝７．２　Ｊ２８＝７．８　Ｊ２９＝８．４　Ｊ３０＝９．５となる錠剤を選び、
実施例３同様の評価を行い、以下の表に結果を示した。

　［表３］

　上記結果からみても、錠剤溶解直後のｐＨは５．５以上８．５以下で好ましい結果が得
られ、特により好ましい結果を得るｐＨは６．２以上８．０以下であることがわかる。
【０１２４】
［実施例－４］
　上記実施例－１における錠剤Ｊ３において、離型剤のｎ‐オクタンスルホン酸及びラウ
リルスルホン酸ナトリウムを、ラウロイルサルコシン酸ナトリウム（Ｊ１９）、ミリスト
イルメチルアラニンナトリウム（Ｊ２０）若しくはこの両者（Ｊ２１）又はショ糖（Ｊ２
２）若しくはステアリン酸マグネシウム（Ｊ２３）の等量に代えたことのみを異ならせた
ところ、錠剤Ｊ１９、Ｊ２０及びＪ２１については、Ｊ３と同様に、溶解後の湯水の透明
性が維持されたものの、錠剤Ｊ２２及びＪ２３については、湯水の白濁がみられた。
【０１２５】
［実施例－５］
　　操作－１１
　造粒物Ａ４を５００ｋｇに対しクエン酸７０ｋｇ及びポリエチレングリコール＃６００
０、１５ｋｇを加え、これに下記量の無水炭酸ナトリウムを変化して加え、
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Ｊ３１：　１００ｋｇ
Ｊ３２：　５０ｋｇ
Ｊ３３：　３０ｋｇ
Ｊ３４：　１０ｋｇ
Ｊ３５：　２ｋｇ
Ｊ３６：　０ｋｇ

　混合後、アプライドパワーインダストリー［アプライドパワージャパン社］（旧社名：
東洋油圧機械社：型式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手動錠剤製造機
）により、加重８ｔを加え、直径３０ｍｍで厚さ１５ｍｍとなるようにＪ３１からＪ３６
を打錠して作成した。

　［表４］

　上記結果からみても、炭酸水素ナトリウム（重炭酸塩）に対して１／１００から１／１
０の無水炭酸ナトリウム（無水物）を添加した場合において、本発明の効果が、より良く
発揮されることが分かる。
【０１２６】
［実施例－６］
　　操作－１２
　造粒物Ａ４の製造において、松坂技研社製レディゲミキサーＶＴ１２００改良型に炭酸
水素ナトリウム４６０ｋｇに、ポリエチレングリコール＃６０００を下記の量を変化して
秤量し、それぞれに混合して造粒した。ポリエチレングリコールは炭酸水素ナトリウムの
粉体温度が５３℃にて添加し造粒を行った。

　Ｊ３７：　０ｋｇ
　Ｊ３８：　１ｋｇを投入
　Ｊ３９：　１０ｋｇを投入
　Ｊ４０：　２０ｋｇを投入
　Ｊ４１：　４０ｋｇを投入
　Ｊ４２：　８０ｋｇを投入
　Ｊ４３：　１２０ｋｇを投入

　この造粒物Ａをそれぞれ５００ｋｇと、クエン酸８０ｋｇ、無水炭酸ナトリウム１０ｋ
ｇ及びＰＥＧ＃６０００を６ｋｇ加え、ｎ－オクタンスルホン酸ナトリウム１．５ｋｇを
投入して、混合後、菊水製作所社製タフプレスコレクト１５２７ＨＵ（錠剤製造機）によ
り、加重６ｔを加え、直径３０ｍｍ、厚さ１５ｍｍにて錠剤作成し、前記操作－８により
錠剤の評価を行い、結果を下記に示した。

　［表５］
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　上記の結果から、炭酸水素ナトリウム（重炭酸塩）に対するポリエチレングリコールの
添加量は１／１００から１／５の量で、より好ましくは１／１００から１／１０の添加量
で本発明の効果が得られた。
【０１２７】
［実施例－７］
　　操作－１３
　造粒物Ａ４を５００ｋｇに対しクエン酸７０ｋｇを加え、ポリエチレングリコール１５
ｋｇを加え、これに下記量（Ｊ４４～Ｊ５０）で無水炭酸ナトリウムを加え混合後、ｎ－
オクタンスルホン酸ナトリウム１．５ｋｇを加え、パワーインダストリー［アプライドパ
ワージャパン社］（旧社名：東洋油圧機械社：型式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイ
ルプレス型（手動錠剤製造機）で加重を変化して、直径３０ｍｍで厚さ１２ｍｍの錠剤（
Ｊ４４からＪ５０）を打錠して作成した。

Ｊ４４：　１ｔ
Ｊ４５：　２ｔ
Ｊ４６：　３ｔ
Ｊ４７：　４ｔ
Ｊ４８：　５ｔ
Ｊ４９：　８ｔ
Ｊ５０：　９ｔ

　この錠剤それぞれにつき、前記操作－８に従い評価を行い、結果を下記に示した。

　［表６］

　表６から明らかなように、錠剤の硬度は、本発明の硬度（２９ｋｇ）以上で本発明の効
果が最大に発揮されることが分かった。
【０１２８】
［実施例－８］
　　操作－１４
　造粒物Ａ４を５００ｋｇに対しクエン酸７０ｋｇを加え、更にポリエチレングリコール
１５ｋｇを加え、これに前記操作１３に示される量で無水炭酸ナトリウムを加え混合後、
アプライドパワーインダストリー［アプライドパワージャパン社］（旧社名：東洋油圧機
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械社：型式：ＳＰＬＦ－ＳＰＦ－３９３）製オイルプレス型（手動錠剤製造機）で加重を
変化し、臼杵を変化して、直径と厚みを以下のように変化して打錠してサンプルをＪ５１
からＪ５７まで作成した。

Ｊ５１：　２×２ｍｍ
Ｊ５２：　４×４ｍｍ
Ｊ５３：　８×４ｍｍ
Ｊ５４：　１５×８ｍｍ
Ｊ５５：　２０×１５ｍｍ
Ｊ５６：　３０×１５ｍｍ
Ｊ５７：　６０×２５ｍｍ

　各々の錠剤サンプルを前記操作－８に従い評価を行い、結果を下記に示した。

　［表７］

　表７から、錠剤の直径と厚みはそれぞれ７ｍｍ以上で本発明の硬度及びｐＨ値を満たす
とき、本発明の効果が、より良く発揮されることが分かる。
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